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令和元年度定期監査及び行政監査の結果報告について 

 

地方自治法第199条第２項及び第４項の規定による令和元年度の定期監査及び行

政監査を次のとおり執行しましたので，監査の結果に関する報告を同条第９項の規

定により，別紙のとおり公表します。 

なお，部課の名称及び事務については，監査対象年度現在のものとなっておりま

す。 

 

１ 監査の対象及び範囲 

(1) 対象  上下水道局 

(2) 範囲  令和元年度の財務事務等（ただし，必要と認めた平成30年度の事務

を含む｡） 

 

２ 監査の方法 

あらかじめ提出を求めた監査資料に基づき，簿書一覧表に掲載された関係書類

及び諸帳簿を抽出して照合，調査することにより，財務に関する事務が適正かつ

効率的に執行されているかどうか，並びに事務が合理的，効率的及び能率的に執

行されているかどうかを監査した。 

また，当年度は，収入事務，契約事務，財産管理事務等が適正に行われている

かを重点項目に設定して監査を行った。 
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上 下 水 道 局 監 査 の 結 果 

 

１ 監査の期間 

令和２年４月８日から４月21日まで 

 

２ 業務の概要 

上下水道局は，経営総務部，建設部及び施設管理部で組織され，経営総務部は上下

水道総務課，経営企画課及び営業課の３課，建設部は計画課，水道建設課及び下水建

設課の３課，施設管理部は管路管理課，浄水課及び下水施設課の３課でそれぞれ構成

されている。 

事業としては，水道事業，工業用水道事業及び下水道事業の経営を行っているほか，

市長から集落排水事業の事務委任を受けている。 

当年度は，「呉市上下水道ビジョン」の後期４か年の実施計画である「呉市上下水

道ビジョン後期経営計画」を，令和５年度までを計画期間として策定しており，当該

計画を着実に実践し，持続可能な事業運営を確保するために必要となる水道料金及び

下水道使用料の改定を，令和２年４月１日以降の使用分から行っている。 

また，事業の公共性を継続しつつ民間の創意工夫を最大限に生かすことで，安全・

安心な水道水の安定的な供給を行うため，宮原浄水場ほか５施設について指定管理者

制度を導入している。 

（１）上下水道総務課 

上下水道総務課は，局の危機管理対策の総合調整，規程等の審査及び公示，職員

の給与，勤務時間その他の勤務条件，公有財産の活用に係る企画，調整及び総括等

に関することを分掌している。 

（２）経営企画課 

経営企画課は，事業経営に係る企画・調査及び研究，経営計画の策定及び経営分

析並びに経営改善，財政計画及び資金計画，予算及び決算，固定資産の総括管理等

に関することを分掌している。 

（３）営業課 

営業課は，給水及び下水道使用の開始等の手続等，水道料金及び下水道使用料そ

の他の収入の徴収，水道メータの管理，給水装置工事（修繕工事を除く。）及び排
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水設備工事の受付，審査及び検査等に関することを分掌している。 

（４）計画課 

計画課は，水道，工業用水道，下水道及び集落排水事業の整備に係る将来計画，

基本計画の策定及び総合調整，アセットマネジメント計画及びストックマネジメン

ト計画の策定等に関することを分掌している。 

（５）水道建設課 

水道建設課は，水道施設，導水管，送水管，配水管の新設及び改良工事の調査，

設計，施行等，水道及び工業用水道施設の情報管理及び調査等に関することを分掌

している。 

（６）下水建設課 

下水建設課は，下水道及び集落排水事業（設備工事及び電気設備工事を除く。）

の実施計画並びに建設工事の調査，設計，施行等，下水道管きょ（集落排水事業に

係る管きょを含む。）の維持管理等に関することを分掌している。 

（７）管路管理課 

管路管理課は，導水管，送水管及び配水管の維持管理，漏水防止の計画及び調査

等に関することを分掌している。 

（８）浄水課 

浄水課は，水源地，浄水場等の維持管理，取水，導水，浄水及び送水の各施設並

びに配水池の補修工事の調査，設計，施行等，水道及び工業用水道事業に係る水質

の管理，検査等に関することを分掌している。 

（９）下水施設課 

下水施設課は，下水道及び集落排水事業（設備工事及び電気設備工事に限る。）

の実施計画及び建設工事の調査，設計，施行等，浄化センター，ポンプ場，集落排

水処理施設（管きょを除く。）等の維持管理，下水道及び集落排水事業に係る水質

の管理，検査等に関することを分掌している。 

 

３ 監査の結果 

  上下水道総務課，経営企画課，計画課，水道建設課，下水建設課，管路管理課，浄

水課及び下水施設課については，事務の処理状況はおおむね適正と認めた。 

なお，営業課について，改善又は検討を要望する事項は次のとおりである。 
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「水道メータ取替業務（呉地区）」ほかに係る契約において，単価契約であるにも

かかわらず，総価契約用の契約約款を用いて契約を締結していた。 

ついては，適正な契約事務をされたい。 


